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「個人情報漏えい問題」と企業の情報セキュ
リティ対策

◆年金機構による情報漏えい
日本年金機構は6月1日、職員が外部からの不審な
電子メールを開封したことにより、同機構のコン
ピュータシステムに不正アクセスが行われ、そこか
ら約125万人の年金情報が漏えいしたことを発表しま
した（後に約101万人と訂正）。これに便乗した詐欺
事件なども発生し、大きな社会問題となっています。
また、昨年はベネッセホールディングスによる大量
の情報漏えい事故もありましたが、民間企業にとっ
ても、情報漏えいや流失事故は、信用問題や経営上
のリスクにもつながり、防止対策が必須だと言えま
す。

◆約７割の組織で何らかのセキュリティ事故が発生
トレンドマイクロ株式会社が実施した、日本国内
の法人組織におけるセキュリティ被害と対策状況の
実態を明らかにする調査「組織におけるセキュリ
ティ対策実態調査 2015年版」（対象：官公庁自治体
および民間企業など、従業員50名以上の法人組織に
おける情報セキュリティ対策に関する意思決定者お
よび意思決定関与者1,340名）によると、全体の約７
割が、2014年の1年間において「組織内でウィルス感
染」「システムからの情報漏えい」「不正ログイ
ン」など何らかのセキュリティインシデントが発生
したと回答したとのことです。
また、実害が発生したと答えた人に被害額を質問
したところ、40.5%が「1,000万円未満」と回答しまし
たが、16.9%が「1億円以上」と回答し、深刻な被害に
つながっているケースも少なくないことがわかりま
した。

◆マイナンバー導入等により対策が必須に
マイナンバーが10月より個人に通知され、来年1月

からは制度がスタートしますので、すべての企業で
何らかのセキュリティ対策が必要になってきます。
また、現在国会で審議中の改正個人情報保護法が

◆ねらわれるのはどんな企業？
ABCマートの事件では、池袋店では三六協定未届

けで従業員2人にそれぞれ月97時間・112時間の残業
を行わせた疑いが、原宿店では三六協定で定めた
「月79時間」を超えて従業員2人にそれぞれ月98時
間・112時間の残業をさせた疑いが持たれています。
また、東京労働局監督課課長は、テレビのインタ
ビューに「指導を繰り返してもなかなか是正に至ら
ない」「特に月100時間を超える長時間労働を問題視
した」と、答えています。
上記の企業名公表は（１）月残業時間が100時間超、
（２）1事業所で10人以上あるいは4分の1以上の労働
者が違法残業、（３）1年程度の間に3以上の事業所
で違法残業、などに該当する企業が対象とされてい
ます。
自社においても、三六協定の締結・届出が適正に
なされているか、限度時間は守られているか等、改
めて確認しておきましょう。

８月の税務と労務の手続［提出先・納付先 ]

10日
〇源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便
局または銀行］
〇雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に
採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］
〇労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に
一括有期事業を開始している場合＞［労働基準監督
署］

31日
〇個人事業税の納付＜第1期分＞［郵便局または銀
行］
〇個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第2期分＞
［郵便局または銀行］
〇健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］
〇日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務
所］
〇労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告
書の提出［公共職業安定所］
〇外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない
場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定
所］

成立すれば、今まで「個人情報取扱事業者」の対象外
とされていた小規模事業者も規制の対象となりますの
で、対応の見直しが求められてくることは必至です。
人為的なミスが原因で事故につながっているケース

が多いことから、企業においてはITシステムの対応な
どハード面でのセキュリティ対応だけでなく、従業員
に危機意識を持ってもらうため、「社内研修の実施」
や「従業員向けガイドラインの策定」等が､今後ます
ます必要になってくることでしょう。

過重労働問題に斬り込む「カトク」は企業のこ
こを見ている！

◆「カトク」とは？
今年4月に厚生労働省が東京・大阪の2労働局に設置
した、「過重労働撲滅特別対策班」の通称です。7月2
日に靴販売チェーン「ABCマート」運営会社と同社の
労務担当取締役、店長2人が、都内2店舗で違法残業を
させたとして書類送検され、注目されています。
配属された労働基準監督官は東京7名、大阪6名で、

東京の7名は経験10年以上のベテラン揃い、パソコン
に保存された労働時間に関するデータの改ざん・削除
といったケースでも対応できるよう、証拠収集技術
「デジタル・フォレンジック」に詳しいメンバーもい
るそうです。

◆発足から3カ月で書類送検のスピード対応の理由
同省が2014年11月にブラック企業の疑いがある4,561
事業所を調査したところ、2,304事業所で違法残業が発
覚しました。「カトク」は、この結果を受け監督指
導・捜査体制強化のため新設されました。
従来との違いは、各別に労働基準監督署が管轄内の

違法残業に対応するのではなく、管轄エリアを越えて
連携して対応する点にあると言われています。
5月15日、同省は、違法残業が複数事業所で行われ

ている場合に、書類送検前の是正勧告とともに企業名
を公表すると発表しました。これも情報共有化により
実現したスピード対応の表れと言えるでしょう。


